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鳥取県福祉のまちづくり条例(平成２０年鳥取県条例第２号)新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

目次 目次 

前文 前文 

第１章 総則(第１条―第５条) 第１章 総則(第１条―第５条) 

第２章 福祉のまちづくりに関する基本方針等

(第６条―第１２条) 

第２章 福祉のまちづくりに関する基本方針等

(第６条―第１２条) 

第３章 特別特定建築物に係る規制等(第１３

条―第２４条) 

第３章 特別特定建築物に係る規制等(第１３

条―第２４条) 

第４章 車椅子使用者が利用しやすい施設の整

備(第２５条―第２８条) 

第４章 車いすが利用しやすい施設の整備(第

２５条―第２８条) 

第５章 雑則(第２９条―第３１条) 第５章 雑則(第２９条―第３１条) 

附則 附則 

(便所) (便所) 

第１７条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として高齢者、障害者等が利用する便所を設け

る場合には、当該便所は、次に掲げるものでな

ければならない。 

第１７条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として高齢者、障害者等が利用する便所を設け

る場合には、当該便所は、次に掲げるものでな

ければならない。 

（１）・（２） 略 （１）・（２） 略 

（３） 車椅子使用者用便房以外に、腰掛便座

の大便器を設けた便房を１以上設けること。 

（３） 車いす使用者用便房以外に、腰掛便座

の大便器を設けた便房を１以上設けること。 

（４）～（６） 略 （４）～（６） 略 

２ 前項の便所のうち１以上(男子用及び女子用

の区別があるときは、それぞれ１以上)は、次に

掲げるものでなければならない。 

２ 前項の便所のうち１以上(男子用及び女子用

の区別があるときは、それぞれ１以上)は、次に

掲げるものでなければならない。 

（１）・（２） 略 （１）・（２） 略 

（３） 別表第５の左欄に掲げる特別特定建築

物の建築をする場合において、当該建築の規

模が同表の右欄に定める規模であるときは、

車椅子使用者用便房とは別に次に掲げる設備

をいずれも１以上設けるとともに、当該便所

の出入口にその旨の表示を行うこと。 

（３） 別表第５の左欄に掲げる特別特定建築

物の建築をする場合において、当該建築の規

模が同表の右欄に定める規模であるときは、

車いす使用者用便房とは別に次に掲げる設備

をいずれも１以上設けるとともに、当該便所

の出入口にその旨の表示を行うこと。 

ア ベビーベッドその他の乳幼児のおむつの

交換ができる設備(他におむつの交換がで

きる場所を設ける場合を除く。) 

ア ベビーベッドその他の乳幼児のおむつの

交換ができる設備(他におむつの交換がで

きる場所を設ける場合を除く。) 

イ 高齢者、障害者等が円滑に利用すること イ 高齢者、障害者等が円滑に利用すること
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ができる構造の水洗器具を設けた便房 ができる構造の水洗器具を設けた便房 

（４） 別表第５の左欄に掲げる特別特定建築

物の建築をする場合において、当該建築の規

模が同表の右欄に定める規模であるときは、

車椅子使用者用簡易型便房(車椅子使用者用

便房とは別に次に掲げる措置を講じた車椅子

使用者が利用可能な便房をいう。)を１以上設

けること。 

（４） 別表第５の左欄に掲げる特別特定建築

物の建築をする場合において、当該建築の規

模が同表の右欄に定める規模であるときは、

車いす使用者用簡易型便房(車いす使用者用

便房とは別に次に掲げる措置を講じた車いす

使用者が利用可能な便房をいう。)を１以上設

けること。 

ア 車椅子使用者が利用できる腰掛便座、手

すりその他の設備を適切に設けること。 

ア 車いす使用者が利用できる腰掛便座、手

すりその他の設備を適切に設けること。 

イ 当該便房までの便所内の通路は、車椅子

の転回に支障のない構造とし、階段又は段

を設けないこと。 

イ 当該便房までの便所内の通路は、車いす

の転回に支障のない構造とし、階段又は段

を設けないこと。 

ウ 当該便房が設置されている便所の出入口

にその旨の表示を行うこと。 

ウ 当該便房が設置されている便所の出入口

にその旨の表示を行うこと。 

エ 利用居室から当該便房までの経路のうち

１以上を移動等円滑化経路とすること。 

エ 利用居室から当該便房までの経路のうち

１以上を移動等円滑化経路とすること。 

オ 当該便房の出入口戸は、引き戸、折れ戸

その他車椅子使用者の利用に配慮したもの

とすること。 

オ 当該便房の出入口戸は、引き戸、折れ戸

その他車いす使用者の利用に配慮したもの

とすること。 

カ 次項第１号の大便器洗浄装置を設けるこ

と。 

カ 次項第１号の大便器洗浄装置を設けるこ

と。 

３ 車椅子使用者用便房は、次に掲げるものでな

ければならない。 

３ 車いす使用者用便房は、次に掲げるものでな

ければならない。 

（１） くつべら式、光感知式その他車椅子使

用者が容易に使用できる方式の大便器洗浄装

置を設けること。 

（１） くつべら式、光感知式その他車いす使

用者が容易に使用できる方式の大便器洗浄装

置を設けること。 

（２）・（３） 略 （２）・（３） 略 

４～６ 略 ４～６ 略 

(ホテル又は旅館の客室) (ホテル又は旅館の客室) 

第１８条 ホテル又は旅館には、客室の総数が２

５以上の場合は、車椅子使用者用客室及び聴覚

障害者が円滑に利用できる客室(以下「聴覚障害

者用客室」という。)を、いずれも次に掲げる数

以上設けなければならない。 

第１８条 ホテル又は旅館には、客室の総数が２

５以上の場合は、車いす使用者用客室及び聴覚

障害者が円滑に利用できる客室(以下「聴覚障害

者用客室」という。)を、いずれも次に掲げる数

以上設けなければならない。 

（１）・（２） 略 （１）・（２） 略 

２ 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでな ２ 車いす使用者用客室は、次に掲げるものでな
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ければならない。 ければならない。 

（１） 略 （１） 略 

（２） 室内には、車椅子使用者が円滑に利用

できる空間を確保すること。 

（２） 室内には、車いす使用者が円滑に利用

できる空間を確保すること。 

（３） 電話機、コンセント、スイッチその他

の滞在者が通常使用する設備は、車椅子使用

者が円滑に利用できる高さに設けること。 

（３） 電話機、コンセント、スイッチその他

の滞在者が通常使用する設備は、車いす使用

者が円滑に利用できる高さに設けること。 

（４） 略 （４） 略 

３ 略 ３ 略 

(駐車場) (駐車場) 

第１８条の２ 車椅子使用者用駐車施設は、表面

を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げ、か

つ、雨水等でぬかるまないようにするとともに、

区画線等でその範囲を明確にしなければならな

い。 

第１８条の２ 車いす使用者用駐車施設は、表面

を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げ、か

つ、雨水等でぬかるまないようにするとともに、

区画線等でその範囲を明確にしなければならな

い。 

２ 次に掲げる場合は、１以上の車椅子使用者用

駐車施設に、乗降の際の降雨及び降雪の影響を

少なくできる屋根を設けなければならない。 

２ 次に掲げる場合は、１以上の車いす使用者用

駐車施設に、乗降の際の降雨及び降雪の影響を

少なくできる屋根を設けなければならない。 

（１）～（３） 略 （１）～（３） 略 

(浴室等) (浴室等) 

第１８条の３ 別表第７の左欄に掲げる特別特定

建築物の建築をする場合において、当該建築の

規模が同表の右欄に定める規模であるときは、

浴室等(車椅子使用者用客室に設けられるもの

を除く。)を設ける場合には、そのうち１以上(男

子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ

１以上)は、次に掲げるものでなければならな

い。 

第１８条の３ 別表第７の左欄に掲げる特別特定

建築物の建築をする場合において、当該建築の

規模が同表の右欄に定める規模であるときは、

浴室等(車いす使用者用客室に設けられるもの

を除く。)を設ける場合には、そのうち１以上(男

子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ

１以上)は、次に掲げるものでなければならな

い。 

（１）～（３） 略 （１）～（３） 略 

（４） 浴室内には、浴室用車椅子、シャワー

チェアその他の車椅子使用者が円滑に入浴を

行うことができる設備又は備品を１以上設置

すること。 

（４） 浴室内には、浴室用車いす、シャワー

チェアその他の車いす使用者が円滑に入浴を

行うことができる設備又は備品を１以上設置

すること。 

（５） 浴室内には、車椅子使用者が円滑に利

用できる空間を確保すること。 

（５） 浴室内には、車いす使用者が円滑に利

用できる空間を確保すること。 

（６）～（８） 略 （６）～（８） 略 

(移動等円滑化経路) (移動等円滑化経路) 
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第１９条 地上階又はその直上階若しくは直下階

のみに利用居室を設ける場合には、道等(令第１

８条第３項に規定する場合にあっては、建築物

の車寄せ。以下同じ。)から当該利用居室までの

経路のうち１以上を、移動等円滑化経路にしな

ければならない。ただし、床面積の合計が５０

０平方メートルに満たない特別特定建築物につ

いては、次の各号のいずれにも該当するときは、

令第１８条第２項第１号に定める基準(他の階

への移動を行うための通路に係る部分に限る。)

は適用しない。 

第１９条 地上階又はその直上階若しくは直下階

のみに利用居室を設ける場合には、道等(令第１

８条第３項に規定する場合にあっては、建築物

の車寄せ。以下同じ。)から当該利用居室までの

経路のうち１以上を、移動等円滑化経路にしな

ければならない。ただし、床面積の合計が５０

０平方メートルに満たない特別特定建築物につ

いては、次の各号のいずれにも該当するときは、

令第１８条第２項第１号に定める基準(他の階

への移動を行うための通路に係る部分に限る。)

は適用しない。 

（１） 略 （１） 略 

（２） 建築物に車椅子使用者用便房を設ける

場合は、当該車椅子使用者用便房を地上階に

設けること。 

（２） 建築物に車いす使用者用便房を設ける

場合は、当該車いす使用者用便房を地上階に

設けること。 

（３） 建築物又はその敷地に車椅子使用者用

駐車施設を設ける場合は、当該車椅子使用者

用駐車施設を地上階に設けること。 

（３） 建築物又はその敷地に車いす使用者用

駐車施設を設ける場合は、当該車いす使用者

用駐車施設を地上階に設けること。 

２ 移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなけ

ればならない。 

２ 移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなけ

ればならない。 

（１） 略 （１） 略 

（２） 当該移動等円滑化経路を構成する廊下

等は、次に掲げるものであること。 

（２） 当該移動等円滑化経路を構成する廊下

等は、次に掲げるものであること。 

ア 末端付近は、車椅子の転回に支障のない

構造とすること。ただし、床面積の合計が

２００平方メートル未満の建築物について

用途の変更をして特別特定建築物にする場

合は、この限りでない。 

ア 末端付近は、車いすの転回に支障のない

構造とすること。ただし、床面積の合計が

２００平方メートル未満の建築物について

用途の変更をして特別特定建築物にする場

合は、この限りでない。 

イ 別表第９の左欄に掲げる特別特定建築物

の建築をする場合において、当該建築の規

模が同表の右欄に定める規模であるとき

は、当該廊下等に近接した場所に乳幼児の

授乳及びおむつの交換ができる場所を設

け、当該場所の出入口にその旨の表示を行

うこと。 

イ 別表第９の左欄に掲げる特別特定建築物

の建築をする場合において、当該建築の規

模が同表の右欄に定める規模であるとき

は、当該廊下等に近接した場所に乳幼児の

授乳及びおむつの交換ができる場所を設

け、当該場所の出入口にその旨の表示を行

うこと。 

ウ 次に掲げる特別特定建築物の建築をする

場合において、当該特別特定建築物の床面

積の合計が１，０００平方メートル以上で

ウ 次に掲げる特別特定建築物の建築をする

場合において、当該特別特定建築物の床面

積の合計が１，０００平方メートル以上で
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あるときは、当該廊下等に近接した場所に

乳幼児を預かることができる部屋を設け、

当該部屋の出入口にその旨の表示を行うこ

と。 

あるときは、当該廊下等に近接した場所に

乳幼児を預かることができる部屋を設け、

当該部屋の出入口にその旨の表示を行うこ

と。 

（ア） 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 （ア） 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 

（イ） 公共体育館等(一般公共の用に供さ

れる体育館又は水泳場をいう。以下同

じ。)若しくはボーリング場又は遊技場 

（イ） 公共体育館等(一般公共の用に供さ

れる体育館又は水泳場をいう。以下同

じ。)若しくはボーリング場又は遊技場 

エ 次に掲げる特別特定建築物の建築をする

場合において、当該特別特定建築物の床面

積の合計が５，０００平方メートル以上で

あるときは、当該廊下等に高齢者、障害者

等が休憩することができる場所を設け、休

憩のための椅子その他の家具を置くこと。 

エ 次に掲げる特別特定建築物の建築をする

場合において、当該特別特定建築物の床面

積の合計が５，０００平方メートル以上で

あるときは、当該廊下等に高齢者、障害者

等が休憩することができる場所を設け、休

憩のための椅子その他の家具を置くこと。 

（ア） 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 （ア） 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 

（イ） 集会場又は公会堂 （イ） 集会場又は公会堂 

（ウ） 百貨店、マーケットその他の物品

販売業を営む店舗 

（ウ） 百貨店、マーケットその他の物品

販売業を営む店舗 

（エ） ホテル又は旅館(宿泊者以外の利用

がある場合に限る。) 

（エ） ホテル又は旅館(宿泊者以外の利用

がある場合に限る。) 

（オ） 保健所、税務署その他の不特定か

つ多数の者が利用する官公署 

（オ） 保健所、税務署その他の不特定か

つ多数の者が利用する官公署 

（カ） 公共体育館等若しくはボーリング

場又は遊技場 

（カ） 公共体育館等若しくはボーリング

場又は遊技場 

（キ） 博物館、美術館又は図書館 （キ） 博物館、美術館又は図書館 

（ク） 車両の停車場又は船舶若しくは航

空機の発着場を構成する建築物で旅客の

乗降又は待合いの用に供するもの(以下

「ターミナル」という。) 

（ク） 車両の停車場又は船舶若しくは航

空機の発着場を構成する建築物で旅客の

乗降又は待合いの用に供するもの(以下

「ターミナル」という。) 

（３） 当該移動等円滑化経路のうち車椅子使

用者用駐車施設から屋外に面する出入口まで

の間は、表面が雨水等でぬかるまないように

すること。 

（３） 当該移動等円滑化経路のうち車いす使

用者用駐車施設から屋外に面する出入口まで

の間は、表面が雨水等でぬかるまないように

すること。 

（４） 略 （４） 略 

（５） 当該移動等円滑化経路を構成する敷地

内の通路を縦断し、又は横断する排水溝等を

設ける場合においては、当該排水溝等に、つ

え、車椅子の車輪等が落ちない構造の蓋を設

（５） 当該移動等円滑化経路を構成する敷地

内の通路を縦断し、又は横断する排水溝等を

設ける場合においては、当該排水溝等に、つ

え、車いすの車輪等が落ちない構造のふたを
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けること。 設けること。 

(増築等に関する適用範囲) (増築等に関する適用範囲) 

第２２条 増築等の場合には、第１６条から前条

までの規定は、次に掲げる建築物の部分に限り、

適用する。 

第２２条 増築等の場合には、第１６条から前条

までの規定は、次に掲げる建築物の部分に限り、

適用する。 

（１）～（３） 略 （１）～（３） 略 

（４） 第１号に掲げる部分にある利用居室(当

該部分に利用居室が設けられていないとき

は、道等)から車椅子使用者用便房(前号に掲

げる便所に設けられるものに限る。)までの１

以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、

傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷

地内の通路 

（４） 第１号に掲げる部分にある利用居室(当

該部分に利用居室が設けられていないとき

は、道等)から車いす使用者用便房(前号に掲

げる便所に設けられるものに限る。)までの１

以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、

傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷

地内の通路 

（５） 車椅子使用者用駐車施設(不特定かつ多

数の者が利用し、又は主として高齢者、障害

者等が利用する駐車場に設けられるものに限

る。)から第１号に掲げる部分にある利用居室

(当該部分に利用居室が設けられていないと

きは、道等)までの１以上の経路を構成する出

入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター

その他の昇降機及び敷地内の通路 

（５） 車いす使用者用駐車施設(不特定かつ多

数の者が利用し、又は主として高齢者、障害

者等が利用する駐車場に設けられるものに限

る。)から第１号に掲げる部分にある利用居室

(当該部分に利用居室が設けられていないと

きは、道等)までの１以上の経路を構成する出

入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター

その他の昇降機及び敷地内の通路 

２ 略 ２ 略 

(公立小学校等及び追加した特別特定建築物に

関する読替え) 

(公立小学校等及び追加した特別特定建築物に

関する読替え) 

第２３条 公立小学校等及び第１３条各号に掲げ

る特定建築物に対する第１６条第４項及び第５

項、第１７条第１項並びに前条第１項の規定の

適用については、これらの規定中「不特定かつ

多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害

者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利

用する」とする。 

第２３条 公立小学校等及び第１３条各号に掲げ

る特定建築物に対する第１７条第１項及び前条

第１項の規定の適用については、これらの規定

中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、

「多数の者が利用する」とする。 

第４章 車椅子使用者が利用しやすい施設

の整備 

第４章 車いすが利用しやすい施設の整備 

(受付カウンターの構造) (受付カウンターの構造) 

第２６条 劇場等の受付カウンターのうち１以上

は、次に掲げる構造のものとするよう努めなけ

ればならない。 

第２６条 劇場等の受付カウンターのうち１以上

は、次に掲げる構造のものとするよう努めなけ

ればならない。 

（１） 略 （１） 略 
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（２） その下部に、車椅子使用者に配慮した

空間を確保すること。 

（２） その下部に、車いす使用者に配慮した

空間を確保すること。 

(利用居室の構造) (利用居室の構造) 

第２７条 利用居室は、車椅子使用者が円滑に利

用できるよう、次に掲げる構造のものとするよ

う努めなければならない。 

第２７条 利用居室は、車いす使用者が円滑に利

用できるよう、次に掲げる構造のものとするよ

う努めなければならない。 

（１） 床(車椅子使用者の利用上支障がないも

のとして知事が別に定める部分を除く。)は、

傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併

設する場合を除き、段を設けないこと。 

（１） 床(車いす使用者の利用上支障がないも

のとして知事が別に定める部分を除く。)は、

傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併

設する場合を除き、段を設けないこと。 

（２） 略 （２） 略 

(公営住宅の構造) (公営住宅の構造) 

第２８条 県又は市町村が、公営住宅(公営住宅法

(昭和２６年法律第１９３号)第２条第２号に規

定する公営住宅をいう。)の建築をする場合に

は、知事が別に定めるところにより、車椅子使

用者の入居に適した構造のものとするよう努め

なければならない。 

第２８条 県又は市町村が、公営住宅(公営住宅法

(昭和２６年法律第１９３号)第２条第２号に規

定する公営住宅をいう。)の建築をする場合に

は、知事が別に定めるところにより、車いす使

用者の入居に適した構造のものとするよう努め

なければならない。 

別表第２(第１５条関係) 別表第２(第１５条関係) 

１ 次に掲げる場合には、それぞれ当該各号に

定める経路のうち１以上を、移動等円滑化経

路にしなければならない。 

１ 次に掲げる場合には、それぞれ当該各号に

定める経路のうち１以上を、移動等円滑化経

路にしなければならない。 

(１) 建築物又はその敷地に車椅子使用者用

便房(車椅子使用者用客室に設けられるも

のを除く。以下同じ。)を設ける場合 利用

居室(当該建築物に利用居室が設けられて

いないときは、道等。次号において同じ。)

から当該車椅子使用者用便房までの経路 

(１) 建築物又はその敷地に車いす使用者用

便房(車いす使用者用客室に設けられるも

のを除く。以下同じ。)を設ける場合 利用

居室(当該建築物に利用居室が設けられて

いないときは、道等。次号において同じ。)

から当該車いす使用者用便房までの経路 

(２) 建築物又はその敷地に車椅子使用者用

駐車施設を設ける場合 当該車椅子使用者

用駐車施設から利用居室までの経路 

(２) 建築物又はその敷地に車いす使用者用

駐車施設を設ける場合 当該車いす使用者

用駐車施設から利用居室までの経路 

２ 移動等円滑化経路は、次に掲げるものでな

ければならない。 

２ 移動等円滑化経路は、次に掲げるものでな

ければならない。 

(１) 当該移動等円滑化経路を構成する廊下

等は、令で定める幅の基準に３０センチメ

ートルの幅の基準を付加したものであるこ

と。 

(１) 当該移動等円滑化経路を構成する廊下

等は、令で定める幅の基準に３０センチメ

ートルの幅の基準を付加したものであるこ

と。 

(２) 当該移動等円滑化経路を構成する傾斜 (２) 当該移動等円滑化経路を構成する傾斜
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路(階段に代わり、又はこれに併設するもの

に限る。)は、階段に代わるものにあっては

令で定める幅の基準に３０センチメートル

の幅の基準を付加したものであること。 

路(階段に代わり、又はこれに併設するもの

に限る。)は、階段に代わるものにあっては

令で定める幅の基準に３０センチメートル

の幅の基準を付加したものであること。 

(３) 当該移動等円滑化経路を構成する敷地

内の通路は、次に掲げるものであること。 

(３) 当該移動等円滑化経路を構成する敷地

内の通路は、次に掲げるものであること。 

ア 令で定める幅の基準に３０センチメー

トルの幅の基準を付加したものであるこ

と。 

ア 令で定める幅の基準に３０センチメー

トルの幅の基準を付加したものであるこ

と。 

イ 傾斜路の幅は、段に代わるものにあっ

ては令で定める幅の基準に３０センチメ

ートルの幅の基準を付加したものである

こと。 

イ 傾斜路の幅は、段に代わるものにあっ

ては令で定める幅の基準に３０センチメ

ートルの幅の基準を付加したものである

こと。 

別表第１０(第２０条関係) 別表第１０(第２０条関係) 

１ 当該準移動等円滑化経路上に階段又は段を

設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベー

ターその他の昇降機を併設する場合は、この

限りでない。 

１ 当該準移動等円滑化経路上に階段又は段を

設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベー

ターその他の昇降機を併設する場合は、この

限りでない。 

２ 当該準移動等円滑化経路を構成する出入口

は、次に掲げるものであること。 

２ 当該準移動等円滑化経路を構成する出入口

は、次に掲げるものであること。 

(１) 幅は、８０センチメートル以上とする

こと。 

(１) 幅は、８０センチメートル以上とする

こと。 

(２) 戸を設ける場合には、自動的に開閉す

る構造その他の車椅子使用者が容易に開閉

して通過できる構造とし、かつ、その前後

に高低差がないこと。 

(２) 戸を設ける場合には、自動的に開閉す

る構造その他の車いす使用者が容易に開閉

して通過できる構造とし、かつ、その前後

に高低差がないこと。 

(３) 出入りの際における降雨及び降雪の影

響を少なくできるひさし又は屋根を設ける

こと。ただし、次のいずれかに該当する場

合は、この限りでない。 

(３) 出入りの際における降雨及び降雪の影

響を少なくできるひさし又は屋根を設ける

こと。ただし、次のいずれかに該当する場

合は、この限りでない。 

ア 当該出入口がアーケードその他の降雨

及び降雪の影響の少ない場所に面する場

合 

ア 当該出入口がアーケードその他の降雨

及び降雪の影響の少ない場所に面する場

合 

イ 増築等の場合において、当該出入口は

改修されず、かつ、敷地境界線に接して

いるとき。 

イ 増築等の場合において、当該出入口は

改修されず、かつ、敷地境界線に接して

いるとき。 

３ 当該準移動等円滑化経路を構成する廊下等

は、次に掲げるものであること。 

３ 当該準移動等円滑化経路を構成する廊下等

は、次に掲げるものであること。 
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(１) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材

料で仕上げること。 

(１) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材

料で仕上げること。 

(２) 幅は、１２０センチメートル以上とす

ること。 

(２) 幅は、１２０センチメートル以上とす

ること。 

(３) ５０メートル以内ごとに車椅子の転回

に支障がない場所を設けること。 

(３) ５０メートル以内ごとに車いすの転回

に支障がない場所を設けること。 

(４) 戸を設ける場合には、自動的に開閉す

る構造その他の車椅子使用者が容易に開閉

して通過できる構造とし、かつ、その前後

に高低差がないこと。 

(４) 戸を設ける場合には、自動的に開閉す

る構造その他の車いす使用者が容易に開閉

して通過できる構造とし、かつ、その前後

に高低差がないこと。 

(５) 末端付近は、車椅子の転回に支障のな

い構造とすること。 

(５) 末端付近は、車いすの転回に支障のな

い構造とすること。 

４ 当該準移動等円滑化経路を構成する傾斜路

(階段に代わり、又はこれに併設するものに限

る。)は、次に掲げるものであること。 

４ 当該準移動等円滑化経路を構成する傾斜路

(階段に代わり、又はこれに併設するものに限

る。)は、次に掲げるものであること。 

(１) 勾配が１２分の１を超え、又は高さが

１６センチメートルを超える傾斜がある部

分には、手すりを設けること。 

(１) 勾配が１２分の１を超え、又は高さが

１６センチメートルを超える傾斜がある部

分には、手すりを設けること。 

(２) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材

料で仕上げること。 

(２) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材

料で仕上げること。 

(３) その前後の廊下等との色の明度、色相

又は彩度の差が大きいことによりその存在

を容易に識別できるものとすること。 

(３) その前後の廊下等との色の明度、色相

又は彩度の差が大きいことによりその存在

を容易に識別できるものとすること。 

(４) 幅は、階段に代わるものにあっては１

２０センチメートル以上、階段に併設する

ものにあっては９０センチメートル以上と

すること。 

(４) 幅は、階段に代わるものにあっては１

２０センチメートル以上、階段に併設する

ものにあっては９０センチメートル以上と

すること。 

(５) 勾配は、１２分の１を超えないこと。

ただし、高さが１６センチメートル以下の

ものにあっては、８分の１を超えないこと。 

(５) 勾配は、１２分の１を超えないこと。

ただし、高さが１６センチメートル以下の

ものにあっては、８分の１を超えないこと。 

(６) 高さが７５センチメートルを超えるも

のにあっては、高さ７５センチメートル以

内ごとに踏幅が１５０センチメートル以上

の踊場を設けること。 

(６) 高さが７５センチメートルを超えるも

のにあっては、高さ７５センチメートル以

内ごとに踏幅が１５０センチメートル以上

の踊場を設けること。 

５ 当該準移動等円滑化経路(床面積の合計が

２，０００平方メートル以上の建築物に係る

ものに限る。)を構成するエレベーター(６に

規定するものを除く。)及びその乗降ロビー

５ 当該準移動等円滑化経路(床面積の合計が

２，０００平方メートル以上の建築物に係る

ものに限る。)を構成するエレベーター(６に

規定するものを除く。)及びその乗降ロビー
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は、次に掲げるものであること。 は、次に掲げるものであること。 

(１) かごは、住戸、利用居室、車椅子使用

者用便房又は車椅子使用者用駐車施設があ

る階及び地上階に停止すること。 

(１) かごは、住戸、利用居室、車いす使用

者用便房又は車いす使用者用駐車施設があ

る階及び地上階に停止すること。 

(２) かご及び昇降路の出入口の幅は、８０

センチメートル以上とすること。 

(２) かご及び昇降路の出入口の幅は、８０

センチメートル以上とすること。 

(３) かごの奥行きは、１３５センチメート

ル以上とすること。 

(３) かごの奥行きは、１３５センチメート

ル以上とすること。 

(４) 乗降ロビーは、高低差がないものとし、

その幅及び奥行きは、１５０センチメート

ル以上とすること。 

(４) 乗降ロビーは、高低差がないものとし、

その幅及び奥行きは、１５０センチメート

ル以上とすること。 

(５) かご内及び乗降ロビーには、車椅子使

用者が利用しやすい位置に制御装置を設け

ること。 

(５) かご内及び乗降ロビーには、車いす使

用者が利用しやすい位置に制御装置を設け

ること。 

(６) かご内に、かごが停止する予定の階及

びかごの現在位置を表示する装置を設ける

こと。 

(６) かご内に、かごが停止する予定の階及

びかごの現在位置を表示する装置を設ける

こと。 

(７) 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方

向を表示する装置を設けること。 

(７) 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方

向を表示する装置を設けること。 

(８) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として視覚障害者が利用するエレベーター

及び乗降ロビーにあっては、(１)から(７)

までに定めるもののほか、次に掲げるもの

であること。ただし、視覚障害者の利用上

支障がないものとして知事が定める場合

は、この限りでない。 

(８) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として視覚障害者が利用するエレベーター

及び乗降ロビーにあっては、(１)から(７)

までに定めるもののほか、次に掲げるもの

であること。ただし、視覚障害者の利用上

支障がないものとして知事が定める場合

は、この限りでない。 

ア かご内に、かごが到着する階並びにか

ご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声

により知らせる装置を設けること。 

ア かご内に、かごが到着する階並びにか

ご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声

により知らせる装置を設けること。 

イ かご内及び乗降ロビーに設ける制御装

置(車椅子使用者が利用しやすい位置及

びその他の位置に制御装置を設ける場合

にあっては、当該その他の位置に設ける

ものに限る。)は、点字その他知事が定め

る方法により視覚障害者が円滑に操作す

ることができる構造とすること。 

イ かご内及び乗降ロビーに設ける制御装

置(車いす使用者が利用しやすい位置及

びその他の位置に制御装置を設ける場合

にあっては、当該その他の位置に設ける

ものに限る。)は、点字その他知事が定め

る方法により視覚障害者が円滑に操作す

ることができる構造とすること。 

ウ かご内又は乗降ロビーに、到着するか

ごの昇降方向を音声により知らせる装置

ウ かご内又は乗降ロビーに、到着するか

ごの昇降方向を音声により知らせる装置
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を設けること。 を設けること。 

(９) かご内に、戸の開閉状態を確認するこ

とができる鏡を設けること。 

(９) かご内に、戸の開閉状態を確認するこ

とができる鏡を設けること。 

(１０) かごの出入口には、利用者を感知し、

戸の開閉を自動的に制止する装置を設ける

こと。 

(１０) かごの出入口には、利用者を感知し、

戸の開閉を自動的に制止する装置を設ける

こと。 

(１１) かご内に、手すりを設けること。 (１１) かご内に、手すりを設けること。 

６ 当該準移動等円滑化経路を構成する知事が

定める特殊な構造又は使用形態のエレベータ

ーその他の昇降機は、車椅子使用者が円滑に

利用することができるものとして知事が定め

る構造とすること。 

６ 当該準移動等円滑化経路を構成する知事が

定める特殊な構造又は使用形態のエレベータ

ーその他の昇降機は、車いす使用者が円滑に

利用することができるものとして知事が定め

る構造とすること。 

７ 当該準移動等円滑化経路を構成する敷地内

の通路は、次に掲げるものであること。ただ

し、地形の特殊性により当該通路を次に掲げ

るものとすることが困難な場合においては、

当該通路のうち車寄せから各住戸までの部分

が次に掲げるものであれば足りる。 

７ 当該準移動等円滑化経路を構成する敷地内

の通路は、次に掲げるものであること。ただ

し、地形の特殊性により当該通路を次に掲げ

るものとすることが困難な場合においては、

当該通路のうち車寄せから各住戸までの部分

が次に掲げるものであれば足りる。 

(１) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材

料で仕上げること。 

(１) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材

料で仕上げること。 

(２) 段がある部分は、次に掲げるものであ

ること。 

(２) 段がある部分は、次に掲げるものであ

ること。 

ア 手すりを設けること。 ア 手すりを設けること。 

イ 踏面の端部とその周囲の部分との色の

明度、色相又は彩度の差が大きいことに

より段を容易に識別できるものとするこ

と。 

イ 踏面の端部とその周囲の部分との色の

明度、色相又は彩度の差が大きいことに

より段を容易に識別できるものとするこ

と。 

ウ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原

因となるものを設けない構造とするこ

と。 

ウ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原

因となるものを設けない構造とするこ

と。 

(３) 傾斜路は、次に掲げるものであること。 (３) 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

ア 勾配が１２分の１を超え、又は高さが

１６センチメートルを超え、かつ、勾配

が２０分の１を超える傾斜がある部分に

は、手すりを設けること。 

ア 勾配が１２分の１を超え、又は高さが

１６センチメートルを超え、かつ、勾配

が２０分の１を超える傾斜がある部分に

は、手すりを設けること。 

イ その前後の通路との色の明度、色相又

は彩度の差が大きいことによりその存在

を容易に識別できるものとすること。 

イ その前後の通路との色の明度、色相又

は彩度の差が大きいことによりその存在

を容易に識別できるものとすること。 
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ウ 幅は、段に代わるものにあっては１２

０センチメートル以上、段に併設するも

のにあっては９０センチメートル以上と

すること。 

ウ 幅は、段に代わるものにあっては１２

０センチメートル以上、段に併設するも

のにあっては９０センチメートル以上と

すること。 

エ 勾配は、１２分の１を超えないこと。

ただし、高さが１６センチメートル以下

のものにあっては、８分の１を超えない

こと。 

エ 勾配は、１２分の１を超えないこと。

ただし、高さが１６センチメートル以下

のものにあっては、８分の１を超えない

こと。 

オ 高さが７５センチメートルを超えるも

の(勾配が２０分の１を超えるものに限

る。)にあっては、高さ７５センチメート

ル以内ごとに踏幅が１５０センチメート

ル以上の踊場を設けること。 

オ 高さが７５センチメートルを超えるも

の(勾配が２０分の１を超えるものに限

る。)にあっては、高さ７５センチメート

ル以内ごとに踏幅が１５０センチメート

ル以上の踊場を設けること。 

(４) ５０メートル以内ごとに車椅子の転回

に支障がない場所を設けること。 

(４) ５０メートル以内ごとに車いすの転回

に支障がない場所を設けること。 

(５) 戸を設ける場合には、自動的に開閉す

る構造その他の車椅子使用者が容易に開閉

して通過できる構造とし、かつ、その前後

に高低差がないこと。 

(５) 戸を設ける場合には、自動的に開閉す

る構造その他の車いす使用者が容易に開閉

して通過できる構造とし、かつ、その前後

に高低差がないこと。 

(６) 当該通路を縦断し、又は横断する排水

溝等を設ける場合においては、当該排水溝

等に、つえ、車椅子の車輪等が落ちない構

造の蓋を設けること。 

(６) 当該通路を縦断し、又は横断する排水

溝等を設ける場合においては、当該排水溝

等に、つえ、車いすの車輪等が落ちない構

造のふたを設けること。 

別表第１１(第２１条関係) 別表第１１(第２１条関係) 

１ 当該準視覚障害者移動等円滑化経路に、視

覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック

等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて

敷設し、又は音声その他の方法により視覚障

害者を誘導する設備を設けること。ただし、

進行方向を変更する必要がない風除室内にお

いては、この限りでない。 

１ 当該準視覚障害者移動等円滑化経路に、視

覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック

等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて

敷設し、又は音声その他の方法により視覚障

害者を誘導する設備を設けること。ただし、

進行方向を変更する必要がない風除室内にお

いては、この限りでない。 

２ 当該準視覚障害者移動等円滑化経路を構成

する廊下等は、次に掲げるものであること。 

２ 当該準視覚障害者移動等円滑化経路を構成

する廊下等は、次に掲げるものであること。 

(１) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材

料で仕上げること。 

(１) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材

料で仕上げること。 

(２) 階段又は傾斜路(階段に代わり、又はこ

れに併設するものに限る。)の上端及び下端

に近接する廊下等の部分には、視覚障害者

(２) 階段又は傾斜路(階段に代わり、又はこ

れに併設するものに限る。)の上端及び下端

に近接する廊下等の部分には、視覚障害者
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に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うた

めに、点状ブロック等を敷設すること。た

だし、視覚障害者の利用上支障がないもの

として知事が定める場合は、この限りでな

い。 

に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うた

めに、点状ブロック等を敷設すること。た

だし、視覚障害者の利用上支障がないもの

として知事が定める場合は、この限りでな

い。 

３ 当該準視覚障害者移動等円滑化経路を構成

する階段は、次に掲げるものであること。 

３ 当該準視覚障害者移動等円滑化経路を構成

する階段は、次に掲げるものであること。 

(１) 踊場を除き、手すりを設けること。 (１) 踊場を除き、手すりを設けること。 

(２) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材

料で仕上げること。 

(２) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材

料で仕上げること。 

(３) 踏面の端部とその周囲の部分との色の

明度、色相又は彩度の差が大きいことによ

り段を容易に識別できるものとすること。 

(３) 踏面の端部とその周囲の部分との色の

明度、色相又は彩度の差が大きいことによ

り段を容易に識別できるものとすること。 

(４) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原

因となるものを設けない構造とすること。 

(４) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原

因となるものを設けない構造とすること。 

(５) 段がある部分の上端及び下端に近接す

る踊場の部分には、視覚障害者に対し警告

を行うために、点状ブロック等を敷設する

こと。ただし、視覚障害者の利用上支障が

ないものとして知事が定める場合は、この

限りでない。 

(５) 段がある部分の上端及び下端に近接す

る踊場の部分には、視覚障害者に対し警告

を行うために、点状ブロック等を敷設する

こと。ただし、視覚障害者の利用上支障が

ないものとして知事が定める場合は、この

限りでない。 

(６) 主たる階段は、回り階段でないこと。

ただし、回り階段以外の階段を設ける空間

を確保することが困難であるときは、この

限りでない。 

(６) 主たる階段は、回り階段でないこと。

ただし、回り階段以外の階段を設ける空間

を確保することが困難であるときは、この

限りでない。 

４ 当該準視覚障害者移動等円滑化経路を構成

する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設す

るものに限る。)は、次に掲げるものであるこ

と。 

４ 当該準視覚障害者移動等円滑化経路を構成

する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設す

るものに限る。)は、次に掲げるものであるこ

と。 

(１) 勾配が１２分の１を超え、又は高さが

１６センチメートルを超える傾斜がある部

分には、手すりを設けること。 

(１) 勾配が１２分の１を超え、又は高さが

１６センチメートルを超える傾斜がある部

分には、手すりを設けること。 

(２) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材

料で仕上げること。 

(２) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材

料で仕上げること。 

(３) その前後の廊下等との色の明度、色相

又は彩度の差が大きいことによりその存在

を容易に識別できるものとすること。 

(３) その前後の廊下等との色の明度、色相

又は彩度の差が大きいことによりその存在

を容易に識別できるものとすること。 

(４) 傾斜がある部分の上端及び下端に近接 (４) 傾斜がある部分の上端及び下端に近接
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する踊場の部分には、視覚障害者に対し警

告を行うために、点状ブロック等を敷設す

ること。ただし、視覚障害者の利用上支障

がないものとして知事が定める場合は、こ

の限りでない。 

する踊場の部分には、視覚障害者に対し警

告を行うために、点状ブロック等を敷設す

ること。ただし、視覚障害者の利用上支障

がないものとして知事が定める場合は、こ

の限りでない。 

５ 当該準視覚障害者移動等円滑化経路を構成

するエレベーター及びその乗降ロビーは、次

に掲げるものであること。 

５ 当該準視覚障害者移動等円滑化経路を構成

するエレベーター及びその乗降ロビーは、次

に掲げるものであること。 

(１) かごは、利用居室、車椅子使用者用便

房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及

び地上階に停止すること。 

(１) かごは、利用居室、車いす使用者用便

房又は車いす使用者用駐車施設がある階及

び地上階に停止すること。 

(２) かご及び昇降路の出入口の幅は、８０

センチメートル以上とすること。 

(２) かご及び昇降路の出入口の幅は、８０

センチメートル以上とすること。 

(３) かごの奥行きは、１３５センチメート

ル以上とすること。 

(３) かごの奥行きは、１３５センチメート

ル以上とすること。 

(４) 乗降ロビーは、高低差がないものとし、

その幅及び奥行きは、１５０センチメート

ル以上とすること。 

(４) 乗降ロビーは、高低差がないものとし、

その幅及び奥行きは、１５０センチメート

ル以上とすること。 

(５) かご内及び乗降ロビーには、車椅子使

用者が利用しやすい位置に制御装置を設け

ること。 

(５) かご内及び乗降ロビーには、車いす使

用者が利用しやすい位置に制御装置を設け

ること。 

(６) かご内に、かごが停止する予定の階及

びかごの現在位置を表示する装置を設ける

こと。 

(６) かご内に、かごが停止する予定の階及

びかごの現在位置を表示する装置を設ける

こと。 

(７) 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方

向を表示する装置を設けること。 

(７) 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方

向を表示する装置を設けること。 

(８) かご内に、かごが到着する階並びにか

ご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声に

より知らせる装置を設けること。 

(８) かご内に、かごが到着する階並びにか

ご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声に

より知らせる装置を設けること。 

(９) かご内及び乗降ロビーに設ける制御装

置(車椅子使用者が利用しやすい位置及び

その他の位置に制御装置を設ける場合にあ

っては、当該その他の位置に設けるものに

限る。)は、点字その他知事が定める方法に

より視覚障害者が円滑に操作することがで

きる構造とすること。 

(９) かご内及び乗降ロビーに設ける制御装

置(車いす使用者が利用しやすい位置及び

その他の位置に制御装置を設ける場合にあ

っては、当該その他の位置に設けるものに

限る。)は、点字その他知事が定める方法に

より視覚障害者が円滑に操作することがで

きる構造とすること。 

(１０) かご内又は乗降ロビーに、到着する

かごの昇降方向を音声により知らせる装置

(１０) かご内又は乗降ロビーに、到着する

かごの昇降方向を音声により知らせる装置
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を設けること。 を設けること。 

６ 当該準視覚障害者移動等円滑化経路を構成

する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視

覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロ

ック等を敷設すること。 

６ 当該準視覚障害者移動等円滑化経路を構成

する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視

覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロ

ック等を敷設すること。 

(１) 車路に近接する部分 (１) 車路に近接する部分 

(２) 段がある部分又は傾斜がある部分の上

端及び下端に近接する部分(視覚障害者の

利用上支障がないものとして知事が定める

部分を除く。) 

(２) 段がある部分又は傾斜がある部分の上

端及び下端に近接する部分(視覚障害者の

利用上支障がないものとして知事が定める

部分を除く。) 

７ 当該準視覚障害者移動等円滑化経路を構成

する敷地内の通路は、次に掲げるものである

こと。ただし地形の特殊性により当該通路を

次に掲げるものとすることが困難な場合にお

いては、当該通路のうち車寄せから視覚障害

者が利用する窓口又は案内所までの部分が、

次に掲げるものであれば足りる。 

７ 当該準視覚障害者移動等円滑化経路を構成

する敷地内の通路は、次に掲げるものである

こと。ただし地形の特殊性により当該通路を

次に掲げるものとすることが困難な場合にお

いては、当該通路のうち車寄せから視覚障害

者が利用する窓口又は案内所までの部分が、

次に掲げるものであれば足りる。 

(１) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材

料で仕上げること。 

(１) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材

料で仕上げること。 

(２) 段がある部分は、次に掲げるものであ

ること。 

(２) 段がある部分は、次に掲げるものであ

ること。 

ア 手すりを設けること。 ア 手すりを設けること。 

イ 踏面の端部とその周囲の部分との色の

明度、色相又は彩度の差が大きいことに

より段を容易に識別できるものとするこ

と。 

イ 踏面の端部とその周囲の部分との色の

明度、色相又は彩度の差が大きいことに

より段を容易に識別できるものとするこ

と。 

ウ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原

因となるものを設けない構造とするこ

と。 

ウ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原

因となるものを設けない構造とするこ

と。 

(３) 傾斜路は、次に掲げるものであること。 (３) 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

ア 勾配が１２分の１を超え、又は高さが

１６センチメートルを超え、かつ、勾配

が２０分の１を超える傾斜がある部分に

は、手すりを設けること。 

ア 勾配が１２分の１を超え、又は高さが

１６センチメートルを超え、かつ、勾配

が２０分の１を超える傾斜がある部分に

は、手すりを設けること。 

イ その前後の通路との色の明度、色相又

は彩度の差が大きいことによりその存在

を容易に識別できるものとすること。 

イ その前後の通路との色の明度、色相又

は彩度の差が大きいことによりその存在

を容易に識別できるものとすること。 

 


